
自然再生計画について (1)河川法の改正
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資料-3

• 河川法は、明治29年に制定されて以来、幾たびかの改正を経て現在にいたっている。特に、昭和39年に制定された新河川法では、水系一貫管理制
度の導入など、治水、利水の体系的な制度の整備が図られた。さらに、平成9 年の改正では、これまでの“ 治水”“ 利水” に加えて“ 河川環
境の整備と保全” が法の目的に追加された。

• また、河川の計画制度の見直しにおいては、これまでの『工事実施基本計画』に変わり、長期的な河川整備の方針を示す『河川整備基本方針』と、
今後20～ 30 年間の具体的な河川整備の内容を示す『河川整備計画』が策定されることになり、『河川整備計画』については、学識経験者、地域
住民等の意見を反映する手続きが導入された。



自然再生計画について (2)河川環境の整備と保全について
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出典：雄物川水系河川整備基本方針（平成20年1月）、第6回 雄物川水系河川整備学識者懇談会資料 平成26年7月28日

• 雄物川では、平成20年1月に雄物川水系河川整備基本方針が策定され、現在、河川整備計画を審議中である。河川整備基本方針、河川整備計画
（案）では、河川環境の整備と保全に関して、以下の目標が掲げられている。

• 自然再生計画は、これらの計画で掲げられている河川環境の整備と保全のうち、良好な自然環境の保全、失われた又は劣化した環境の再生に関す
る整備を実現していくための具体的な実施計画であり、自然再生事業として実施するものである。

（案）



自然再生計画について (3)自然再生計画の概要

3図 国土交通省による全国の自然再生事業実施河川図 全国の自然再生事業の目標の割合

（国土交通省各整備局、各河川事務所HPより調査）

（国土交通省各整備局、各河川事務所HPより調査）

自然再生計画とは

自然再生事業を行うにあたっての具体の目標、場所、方法、モニタリング等を定める計画

＜全国の事例＞
国土交通省の取り組みによる自然再生事業は、平成26年9月現在79箇所で行われている

。なお、事業の目標は多岐に渡っているが、特に「魚類の遡上降下環境の改善」「礫河原
の再生」「湿地環境の再生」の３つが全体の5割弱を占めている。

※事業箇所数・・・・79
目標数・・・･････ 107 （箇所ごとに複数の目標設定がなされている）

※水際環境と水域環境の区分：水際は水面と陸域が接するところから陸
域側の部分で、水域は水面側の部分。

水際環境水域環境



自然再生計画について (4)自然再生事業の事例：北上川
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自然再生計画について (5)自然再生事業の事例：天竜川
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目的：礫河原に固有な生物の生息・生育に適し
た、かつての河川環境を再生する。



自然再生計画について (6)自然再生計画に位置付ける内容
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自然再生計画は、以下にあげる項目を骨子とする。

1. 流域の概要…………………

2. 河川環境の概要……………

3. 河川環境の現状と課題……

4. 目標・方針の設定………

5. 整備計画の策定……………

6. モニタリング計画の策定…

7. 地域等との連携・協働…

・流路延長や流域面積、地形・地質、降雨特性、土地利用、主な産業等についての整理

・河川環境として以下の項目について整理
○流域の変遷（河川周辺の土地利用の変遷、河川利用の状況等）
○河道の変遷（流路の変遷、河床高の変化、流況・位況の変化、植生変化等）
○河川の区分、河川区分毎の河川環境の特徴、動植物の生息・生育状況
○水環境（水質の現状と過去からの変化、湧水の分布状況等）
○ワンド・たまりの状況（分布や水質等の変遷）

・河川環境の変化について、洪水や河川改修等の河川に与える外力や、河道特性の変化
（流路や河床高等の変化）との関連について分析し、現状と課題について整理。

・雄物川の河川環境の特徴や経年変化、現状と課題を踏まえて、目指すべき姿（目標）
と自然再生の方向性（方針）を設定。必要に応じて段階的な目標を設定。

・上記で設定した目標を達成するために必要となる整備について、整備する箇所、整備
内容、スケジュール等をとりまとめた計画を策定。

・整備後の効果を把握するとともに、必要に応じて計画にフィードバックさせることで
順応的・段階的に進めていくための、事前・事後のモニタリング計画を策定。

・地域一体となって自然再生を推進していくため、地域等の連携・協働の体制を構築


